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広島市告示第２６２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和４年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で、同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６４号　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ニュース訪問
介護事業所

広島市中区吉
島西一丁目７
番２号

訪問介護

浅数興産有限
会社

訪問介護事業
所ケアサポー
ト満天にし

広島市西区井
口明神二丁目
１ 番 ３ 号 ア
ネックスＤ２
０１号室

訪問介護

株式会社Ｈｌ
ｉｃ

訪 問 看 護 ス
テーションハ
ティ

広島市安佐南
区古市三丁目
３６番６－１
０２号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

合同会社Ｙ＆
Ｋ

訪 問 看 護 ス
テーション結
笑

広島市安芸区
矢野西一丁目
６番６号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社Ｓｅ
ｉｗａ

デイサービス
ハピネス河原
町

広島市中区河
原町７番３１
号

通所介護

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンハウス
広島市西区楠
木町一丁目１
２番３号

通所介護

株式会社障が
い者ライフサ
ポート

ひといき作業
所

広島市佐伯区
利松三丁目２
５番４３号

通所介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

合同会社みこ
と

ケアサポート
みこと

広島市中区小
町９番５号鶴
亀殿ビル２階

居宅介護支援

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規

定により、次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で、同法第１１４条の７第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和４年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ６ 日　

　令和４年第４回広島市議会臨時会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和４年５月１３日

２　招集場所　広島市役所

３　付議事件

　　専決処分の報告について

　　　道路の管理瑕
か

疵
し

等に係る損害賠償額の決定

　　文教委員会及び建設委員会の委員の選任について

　　安心社会づくり対策特別委員会委員の選任について



広島市告示第２６７号　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ニュース訪問
介護事業所

広島市中区吉
島西一丁目７
番２号

訪問介護サービ
ス

浅数興産有限
会社

訪問介護事業
所ケアサポー
ト満天にし

広島市西区井
口明神二丁目
１ 番 ３ 号 ア
ネックスＤ２
０１号

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社Ｓｅ
ｉｗａ

デイサービス
ハピネス河原
町

広島市中区河
原町７番３１
号

１日型デイサー
ビス

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
初仁会

桧田病院介護
医療院

広島市佐伯区
五日市中央一
丁目１番３２
号

介護医療院

告 示



第１１０５号　―５―令和４年６月３０日 広 島 市 報

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第２６８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第２６９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２７０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第２７１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　母子保健法施行規則（昭和４０年厚生省令第５５号）第１２条

第１項の規定により、次に掲げる指定養育医療機関から変更の届

出があったので、広島市母子保健法施行細則（昭和４１年広島市

規則第３９号）第９条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定養育医療機関　略



広島市告示第２７２号　

令和４年５月１０日　

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則（昭和５５年広島市規則第３１号）

第４条第１項の規定に基づき、下水道事業受益者申告書の提出期

限は、令和４年６月１０日とします。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２７３号　

令和４年５月１２日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジグラン高陽

　　所在地　広島市安佐北区亀崎一丁目１番６

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島県住宅供給公社

　　理事長　伊達　英一

　　広島市中区大手町二丁目１１番１５号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり

　　（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

　　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

　　令和４年５月１０日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年５月１２日から同年９月１２日まで。ただし、広



―６―　第１１０５号 令和４年６月３０日広 島 市 報

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年９月１２日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第２７４号　

令和４年５月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

はしがみ心療
内科クリニッ
ク

広島市中区八丁
堀１－１２マス
キ八丁堀ビル３
Ｆ

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

藤井外科内科
クリニック

広島市中区舟入
本町１４－６

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

池田整形外科
リハビリテー
シ ョ ン ク リ
ニック

広島市東区戸坂
大上四丁目２９
－１３

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

ウィミンズ・
ヴィセオ　ク
リニック広島

広島市東区若草
町１１－２グラ
ンアークテラス
３Ｆ

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

どい腎臓内科
透析クリニッ
ク

広島市南区五
丁目１８－６

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

しらかば薬局
広島市南区五
丁目１８－５

令和４年５月
９日

令和１０年５
月８日

高見内科
広島市西区草津
本町２５－１

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

医療法人広和
会　福馬病院

広島市西区観音
本町一丁目１－
１９

令和４年４月
１１日

令和１０年４
月１０日

いしばし耳鼻
咽 喉 科 ク リ
ニック

広島市安佐南区
園五丁目２－
４５－２０１

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

たけなか眼科
広島市安佐南区
園五丁目２－
４５－３０２

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

ココ歯科
広島市安佐南区
長楽寺一丁目３
－２０

令和４年５月
２日

令和１０年５
月１日

べる薬局
広島市安佐南区
高取北一丁目１
－１０

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

あだちツイン
ズ 歯 科 ク リ
ニック

広 島 市 佐 伯 区
楽々園三丁目２
－１６

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日

はんざわ歯科
医院

広島市佐伯区利
松二丁目２２－
３

令和４年４月
１日

令和１０年３
月３１日



広島市告示第２７５号　

令和４年５月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２７６号　

令和４年５月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２７７号　

令和４年５月１６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地



第１１０５号　―７―令和４年６月３０日 広 島 市 報

　　名　称　ザ・ビッグ戸坂店

　　所在地　広島市東区戸坂山崎町８番１３号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　マックスバリュ西日本株式会社

　　代表取締役　平尾　健一

　　広島市南区段原南一丁目３番５２号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙のとおり

　　（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和４年５月１１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和４年５月１６日から同年９月１６日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和４年９月１６日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２７８号　

令和４年５月１６日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２７９号　

令和４年５月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和４年５月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第２８０号　

令和４年５月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和４年５月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除 中区 江波二本松二丁目の一部 合流

汚水及び
雨水を排除

安佐北区 可部九丁目の一部

分流

佐伯区 三宅三丁目の一部

汚水を排除

東区
福田八丁目、中山東三丁目
の各一部

安佐南区 安東三丁目の一部

安佐北区
可部町大字勝木及び安佐町
大字久地の各一部

安芸区 畑賀一丁目の一部

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名
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中区 江波二本松二丁目の一部

位置：広島市中区江波
西一丁目１５番
５４号

名称：広島市江波水資
源再生センター

東区 福田八丁目の一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 安東三丁目の一部

安佐北区
可部町大字勝木、可部九丁
目及び安佐町大字久地の各
一部

佐伯区 三宅三丁目の一部

東区 中山東三丁目の一部
位置：広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 畑賀一丁目の一部



広島市告示第２８１号　

令和４年５月２３日　

　広島市農業委員会の任期満了後最初の総会を次のとおり開催す

る。

広島市長　　松　井　一　實　

１　日時：令和４年６月１７日（金）　午後３時

２　場所：広島市東区地域福祉センター大会議室

３　付議すべき事件

　　会長の互選について

　　会長職務代理者の互選について

　　議席の決定について

４　連絡事項

　　令和４年度農業委員会活動計画について



広島市告示第２８２号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、安佐北消防署出納員の事務の一部を次のとおり委任

及び委任の解除をしたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

　　安佐北消防署

　　安芸太田出張所長　堀田　盛夫

　　令和４年４月１日

２　委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

　　安佐北消防署

　　安芸太田出張所長　藤田　進

　　令和４年３月３１日

３　委任又は委任の解除をした事務

　　広島市消防関係手数料条例第２条に規定する手数料（安佐

北消防署安芸太田出張所の所掌事務に係るものに限る。）の

収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（安佐北

消防署安芸太田出張所の所掌事務に係るものに限る。）の収

納



広島市告示第２８３号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受ける分任出納員及び委任年月日

　　財政局西部市税事務所佐伯税務室

　　室長　寺尾　宜伸

　　令和４年４月１日

２　委任の解除を受ける分任出納員及び解除年月日

　　財政局西部市税事務所佐伯税務室

　　室長　三宅　信一

　　令和４年３月３１日

３　委任させた事務

　　財政局西部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局西部市税事務所佐伯税務室において取り扱うものに限 

る。）

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過

少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

　　受託徴収金の収納

　　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

　　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過

少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

　　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

　　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

　　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

　　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料の収納

　　広島市農林水産関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２３号）第２条に規定する手数料の収納

　　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

　　寄附金の収納



第１１０５号　―９―令和４年６月３０日 広 島 市 報

　　下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金（以下「下

水道事業受益者負担金等」という。）並びにこれに係る延滞

金及び滞納処分による収納金の収納

　　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０ 

号）第２条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納



広島市告示第２８４号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員

　　青崎連絡所

　　主任　　　信部　佳代子　　　主事　　　細川　尚吾

　　主任　　　岩本　登志子　　　主事　　　三登　えりか

　　課長補佐　原田　和之　　　　主事　　　松浦　良

　　主査　　　矢野　宏明　　　　主事　　　河原　治歩子

　　主査　　　佐々木　慧　　　　主事　　　土橋　佳歩

　　主事　　　小田　康二

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第２３号、第２４号に規定する手数料（青崎連絡所の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２８５号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた出納員

　　健康福祉局地域共生社会推進課

　　課長　岡　修一

２　委任した事務

　　平成２６年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

　　平成２７年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

　　年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の誤支給

に伴う返還金の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２８６号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部を

次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員

　　別紙のとおり

２　委任させた事務

　　健康福祉局保健部の分室において取り扱う次に掲げる事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条に規定する手数料（保健部の所掌事務に係るもの

に限る。）の収納

　　広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（保健部の所掌事務に係るもの

に限る。）の収納

　　広島市化製場等に関する条例（昭和５９年広島市条例第４

４号）第３条に規定する手数料の収納

　　食品衛生責任者資格者証の実費の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで

別紙



広島市告示第２８７号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、財政局西部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員

　　井口連絡所

　　主任　　　藤井　洋子　　　主任　　　西村　有紀子

　　主査　　　杉本　千明　　　主事　　　古谷　幸大

設置場所 職名 氏名

健康福祉局保健部東区分室 生活衛生専門員 桝田　猛司

健康福祉局保健部南区分室 生活衛生専門員 佐伯　幸三

健康福祉局保健部西区分室 生活衛生専門員 田村　貴

健康福祉局保健部安佐南区分室 生活衛生専門員 岩田　敬二

健康福祉局保健部安佐北区分室 生活衛生専門員 木下　研視

健康福祉局保健部安芸区分室 技師 湯木　一彦

健康福祉局保健部佐伯区分室 技師 瀬尾　芳子
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　　主事　　　湯浅　康大　　　主事　　　黒田　美華

　　主事　　　中村　実夏　　　主事　　　杉田　芹菜

　　主事　　　小田川　優希　　主事　　　池田　博行

　　主事　　　川手　羽菜　　　主事　　　新庄　猛

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（井口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２８８号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員

　　戸坂連絡所

　　主任　　　繁本　直子　　　主任　　　平本　静江

　　課長補佐　野崎　時生　　　主査　　　奥田　由美

　　主査　　　西村　翔　　　　主事　　　小林　豊尚

　　主事　　　松山　里歩　　　主事　　　関廣　祐太

　　主事　　　沖谷　拳斗　　　主事　　　石井　麻由佳

　　主事　　　赤松　麻衣子　　主事（シニア）表崎　修

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和４年４月１日

４　委任期間

　　令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第２８９号　

令和４年５月２３日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき、財政局北部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

　　財政局北部市税事務所安佐北税務室

　　室長　谷山　利夫

　　令和４年４月１日

２　委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

　　財政局北部市税事務所安佐北税務室

　　室長　野村　孝之

　　令和４年３月３１日

３　委任又は委任の解除をした事務

　　財政局北部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局北部市税事務所安佐北税務室において取り扱うものに限

る。）

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過

少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

　　受託徴収金の収納

　　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

　　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金、過

少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

　　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

　　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

　　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

　　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０ 

号）第２条に規定する手数料の収納

　　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

　　寄附金の収納

　　下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞

納処分による収納金の収納

　　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０ 

号）第２条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納



広島市告示第２９０号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条第１項の規定に基づき、令和４年度

の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しまし

たので、同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　　　　　　　　　１００分の６．２４
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２　被保険者均等割　　　　　　　　　　　　２３，４９３円

３　世帯別平等割

　　条例第１０条第１項第３号アに掲げる額　２３，１８０円

　　条例第１０条第１項第３号イに掲げる額　１１，５９０円

　　条例第１０条第１項第３号ウに掲げる額　１７，３８５円



広島市告示第２９１号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の６の５第１項の規定に基づき、令

和４年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

を次のとおり決定しましたので、同条第３項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　　　　　　　　　１００分の２．４０

２　被保険者均等割　　　　　　　　　　　　　８，７４４円

３　世帯別平等割

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに掲げる額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６２８円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに掲げる額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，３１４円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに掲げる額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，４７１円



広島市告示第２９２号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の１０第１項の規定に基づき、令和

４年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険

料率を次のとおり決定しましたので、同条第３項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　１００分の１．７７

２　被保険者均等割　　　　　７，７６５円

３　世帯別平等割　　　　　　５，８８５円



広島市告示第２９３号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第１項に規定する令和４年度の国民

健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので、同条第２項において準用する条例第１０条第３項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第１項第１号アに掲げる額　１６，４４６円

２　条例第１４条第１項第１号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６，２２６円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，１１３円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２，１７０円

３　条例第１４条第１項第２号アに掲げる額　１１，７４７円

４　条例第１４条第１項第２号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，５９０円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，７９５円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６９３円

５　条例第１４条第１項第３号アに掲げる額　　４，６９９円

６　条例第１４条第１項第３号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，６３６円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，３１８円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，４７７円



広島市告示第２９４号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第３項において準用する同条第１項

に規定する令和４年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第１

４条第３項において準用する同条第２項において準用する条例第

１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　６，１２１円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，０４０円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，０２０円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，５３０円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　４，３７２円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，３１４円
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　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，１５７円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，２３６円

５　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，７４９円

６　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，７２６円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８６３円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，２９５円



広島市告示第２９５号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第４項において準用する同条第１項

に規定する令和４年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から

減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第１４条第４

項において準用する同条第２項において準用する条例第１０条の

１０第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　５，４３６円

２　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　４，１２０円

３　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　３，８８３円

４　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　２，９４３円

５　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，５５３円

６　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１７７円



広島市告示第２９６号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の３第１項及び第４項に規定する未

就学児に係る令和４年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割

保険料額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条

第２項及び第５項において準用する条例第１０条第３項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の３第１項に規定する乗じて得た額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１，７４７円

２　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の３第４項第２号に掲げる乗じて得た額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，５２４円

３　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の３第４項第２号に掲げる乗じて得た額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，８７３円

４　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の３第４項第２号に掲げる乗じて得た額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，３９７円



広島市告示第２９７号　

令和４年５月２３日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の３第３項において準用する同条第

１項及び同条第６項において準用する同条第４項に規定する未就

学児に係る令和４年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額の被保険者均等割額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので、条例第１４条の３第３項において準用する同条第２項

及び同条第６項において準用する同条第５項において準用する条

例第１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の３第３項において準用する同条第１項に規定

する乗じて得た額　　　　　　　　　　　　　４，３７２円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号に掲

げる納付義務者に係る条例第１４条の３第６項において準用す

る同条第４項第２号に掲げる乗じて得た額　　１，３１２円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号に掲

げる納付義務者に係る条例第１４条の３第６項において準用す

る同条第４項第２号に掲げる乗じて得た額　　２，１８６円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号に掲

げる納付義務者に係る条例第１４条の３第６項において準用す

る同条第４項第２号に掲げる乗じて得た額　　３，４９８円



広島市告示第２９８号　

令和４年５月２４日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２９９号　

令和４年５月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残
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留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３００号　

令和４年５月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第３０１号　

令和４年５月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３０２号　

令和４年５月２５日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により、医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で、生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

医療扶助のための施術者　略



広島市告示第３０３号　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションハ
ティ

広島市安佐南区
古市三丁目３６
－６－１０２

令和４年５月
１日

令和１０年４
月３０日

令和４年５月２６日　

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので、同

法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画が公示された年月日

　　令和４年５月２６日

２　調査を実施する者の名称

　　広島市

３　調査地域

　　広島市佐伯区湯来町の大字下、大字和田、大字原及び大字

白砂の一部

４　調査期間

　　交付決定の日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第３０４号　

令和４年５月２６日　

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するの

で、同法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画が公示された年月日

　　令和４年５月２６日

２　数値情報化を実施する者の名称

　　広島市

３　調査地域

　　広島市佐伯区湯来町の大字下及び大字伏谷の一部

４　調査期間

　　交付決定の日から令和５年３月３１日まで



広島市告示第３０５号　

令和４年５月２６日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区大林二丁目の１９１８番、１９１９番、１９

２０番、１９２１番、１９２２番、１９２３番、１９２４番

３、１９２４番５の一部、１９２５番２、１９２６番３、１９

２９番１の一部及び１９２９番４

２　開発面積

　　２，６９８．９１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐北区可部二丁目３２番４号

　　株式会社サクシード
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　　代表取締役　山本　哲也

４　検査済証交付年月日

　　令和４年５月２６日



広島市告示第３０６号　

令和４年５月３０日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更内容（対象住宅、変更後の家賃）

　　別紙のとおり。

２　変更期間

　　令和４年６月１日から令和５年３月３１日まで

３　変更理由

　　浴槽・風呂釜設置等

別紙　略



広島市告示第３０７号　

令和４年５月３１日　

　令和４年第５回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　招集日　　令和４年６月７日

２　招集場所　広島市役所



広島市告示第３０８号　

令和４年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅サービス事業の廃止の届出が

あったので、同法第７８条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３０９号　

令和４年５月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１０号　

令和４年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１１号　

令和４年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１２号　

令和４年５月３１日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第

１項の規定に基づき指定避難所を指定したので、同条第２項にお

いて準用する同法第４９条の４第３項の規定により、下記のとお

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第３１３号　

令和４年５月３１日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第

２項において準用する同法第４９条の６第１項の規定に基づき、

指定避難所の指定を取消したので、同法第４９条の７第２項の規

定において準用する同法第４９条の６第２項の規定により、下記

のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示（中区）第７４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

名称 所在地

広島県立文化芸術ホール 広島市中区白島北町１９－１

名称 所在地

安田女子中学高等学校 広島市中区白島北町１－４１
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広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、５月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第７６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第７７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、５月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第７８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２６年１２月２日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したサンヒルズ中山

町内会について、次のとおり変更しましたので、同条第１０項後

段の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　田中　健太郎　　広島市東区中山上一丁目１３番２号を

　　平山　透　　　　広島市東区中山上一丁目１３番２７号に変

更する。



広島市告示（東区）第５１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基き、平成４年７月１３日付けで、不動産又は、不動産

に関する権利を保有する団体として認可した中山中組町内会につ

いて、下記のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　川　豊二　　広島市東区中山中町２０番１６号を

　　川本　富昭　　広島市東区中山中町３番１０号に変更する。

２　事務所の所在地

　　広島市東区中山中町２０番１６号を

　　広島市東区中山中町３番１０号に変更する。



広島市告示（東区）第５２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１８年６月１４日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未

来町内会について、次のとおり変更したので、同条第１０項後段

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　八幡　節和　　広島市東区中山西二丁目３２番８号を

　　安立　記代　　広島市東区中山西二丁目３０番３０号に変更

する。
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２　事務所の所在地の変更

　　広島市東区中山西二丁目３２番８号を

　　広島市東区中山西二丁目３０番３０号に変更する。



広島市告示（東区）第５３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２６年１２月２日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したサンヒルズ中山

町内会について、次のとおり変更しましたので、同条第１０項後

段の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　平山　透　　　広島市東区中山上一丁目１３番２７号を

　　吉富　勝彦　　広島市東区中山上一丁目２２番２２号に変更

する。



広島市告示（東区）第５４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第５６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（南区）第４６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第４７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第４８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成１８年６月３０日付けで認可した広島市南区向洋中

町町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったの

で同条第１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

２　変更のあった年月日

　　令和４年４月１６日



広島市告示（南区）第４９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

変更前 変更後

広島市南区向洋中町８番１７
号
田頭　國昭

広島市南区向洋中町７番１５
号
石田　勝久
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成８年２月２２日付けで認可した広島市南区丹那ハイ

ツ町内会について、下記のとおり告示した事項に変更があったの

で同条第１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

２　変更のあった年月日

　　令和４年４月２４日



広島市告示（南区）第５２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条の２第１項及び

第２項の規定により別紙の物件を撤去し、保管したので、同条第

３項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第５４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第４４条の２第１項及び

第２項の規定により別紙の物件を撤去し、保管したので、同条第

３項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第５５号　

変更前 変更後

広島市南区丹那町５６番２号
増田　美和子

広島市南区丹那町５０番１１
号
倉本　辰幸

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第５８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては、令和４年５月２７日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、告示します。

　なお、１か月間保管した後、申出のない自転車等については、

処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（西区）第４２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年５月１０日から同年５月２４日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

県　道
南観音
観音線

西区南観音三丁目１１６４
番１２地先から
西区南観音三丁目１１６４
番１２地先まで 令和４年５月１

０日西区南観音三丁目１１６４
番１２地先から
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西区南観音三丁目１１６４
番１地先まで



広島市告示（西区）第４３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第４６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年４月２７

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第４７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ６ 日 　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１９年３月１３日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したイトーピア長楽寺

町内会（旧代表者　中本　辰実）について、次のとおり告示事項

を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　松浦　昭久

　住　所　　広島市安佐南区長楽寺一丁目８９番１０号



広島市告示（安佐南区）第４８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成６年６月１日付けで不動産又は不動産に関

する権利等を保有する団体として認可したすみれが丘自治会（旧

代表者　濱田　節子）について、次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　　氏　名　　新田　修
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　　　住　所　　広島市安佐南区安東一丁目１２番５号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区安東一丁目１２番５号



広島市告示（安佐南区）第４９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１３年５月９日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可したあさおか台自治会

（旧代表者　槙原　和義）について、次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　　氏　名　　塚本　敏彦

　　　住　所　　広島市安佐南区相田五丁目３０番１２号

２　事務所の所在地

　　広島市安佐南区相田五丁目３０番１２号



広島市告示（安佐南区）第５０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は、令和４年５月１０日から同月２４日まで、広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第５１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ６ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年５月１３

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第５２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｅ１－や－
８－１－６号水路

広島市安佐南区八木九丁目７６０
番地先から八木九丁目７６０番地
先まで

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和４年５月１８日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内六丁目の５６３番の一 

部、５６４番１の一部及び５６５番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　３８．８１メートル



広島市告示（安佐南区）第５３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、令和３年１１月２９日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したこころ自治会（旧

代表者　谷本　次郎）について、次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　山崎　勇二

　住　所　　広島市安佐南区伴南四丁目８番２７号



広島市告示（安佐南区）第５４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和４年５月２４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区古市三丁目１７５７番４の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．０５メートル

　　　　　　　　　延長　１４．８７メートル



広島市告示（安佐南区）第５５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ５ 日　

　長期間駐車されていた自転車等については、令和４年５月２３

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第５６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日　
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　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和４年５月２６日から同年６月９日まで、

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第５７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２６年８月１２日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した大原台町内会自治

会（旧代表者　西村　昌平）について、次のとおり告示事項を変

更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

　氏　名　　長谷川　泰道

　住　所　　広島市安佐南区伴東八丁目７９番６号



広島市告示（安佐南区）第５８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和４年５月３０日

３　路線名　　　　市道　安佐南３区３５７号線

４　道路の位置　　起点：広島市安佐南区山本五丁目３３０－７

地先

　　　　　　　　　終点：広島市安佐南区山本五丁目３３１－２

地先

５　道路延長　　　１４．５メートル

６　道路幅員　　　４．６１６メートル



広島市告示（安佐南区）第５９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

区分
新旧
別

路線名等 所在

里　道

旧
安佐南３区２
７８号里道

安佐南区園五丁目９２７番１
７地先から９２７番１地先まで

新
安佐南区園五丁目９２７番１
４地先から９２７番１地先まで

す。

　その関係図面は、令和４年５月３０日から同年６月１３日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和４年５月３０日から同年６月１３日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第６１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和４年５月３１日から同年６月１４日ま

で、広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｅ４－と－
１－９２－１２号
水路

安佐南区伴北町字竹之本９６９１
番地先から伴北町字竹之本９６９
４番地先まで

里　道

安佐南４区Ｅ４－
と－１－１４４－
３号里道（安佐南
４区Ｅ４－と－１
－９２－１４号里
道）

安佐南区伴北町字栗ノ木４４７２
番３地先から伴北町字栗ノ木４４
７２番１地先まで（安佐南区伴北
町字竹之本９６９５番２地先から
伴北町字竹之本９６９４番地先ま
で）

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧

安佐南４区８
０９号里道

安佐南区伴東七丁目７８７０番
１地先から同所５０４７番地先
まで

新
安佐南区伴東七丁目７８７０番
１地先から同所７８６８番７地
先まで

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水　路

旧
Ｋ３－Ｅ２－
か－１－４－
３０号水路

安佐南区上安一丁目１６３３番
９地先から安佐南区上安一丁目
１６３５番１地先まで

新
安佐南区上安一丁目１６３３番
９地先から安佐南区上安一丁目
１６３３番６地先まで
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広島市告示（安佐北区）第８８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和４年４月２７日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第８９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和４年４月２７

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第９０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和４年５月１８日から同年６月１日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
３区８
８８号
線

安佐北区大
林四丁目３
７０２番地
１地先から
安佐北区大
林四丁目３
７０８番地
１地先まで

旧
11.50

～
12.00

10.80

新
11.50

～
13.50

安佐北区大
林四丁目３
７３５番地
１地先から
安佐北区大
林四丁目３
７３４番地
１地先まで

旧
12.30

～
13.50

6.00

新
12.30

～
15.00

　その関係図面は、令和４年５月１８日から同年６月１日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和４年５月２０日から同年６月３日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

　その関係図面は、令和４年５月２０日から同年６月３日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第９４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和４年５月３０日から同年６月１３日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
３区８
８８号
線

安佐北区大林三丁目１４０
８番地１地先から
安佐北区大林四丁目３７６
３番地１地先まで

令和４年５月１
８日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４４９
４号里道

安佐北区可部町大字綾ケ谷１９４
２番９地先から同所１９４２番９
地先まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｐ原
－２８－３－９号
水路

安佐北区可部町大字綾ケ谷１９４
２番９地先から同所１９４２番９
地先まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４４９
５号里道

安佐北区大林四丁目３７５９番１
地先から同所３７５９番１地先ま
で

Ｋ３－Ｆ３－Ｋ川 安佐北区大林四丁目３７４４番２
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水　路 東－１８－２１６
号水路

地先から同所３７４４番２地先ま
で



広島市告示（安佐北区）第９５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和４年５月２３日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第９６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和４年５月２３

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第９７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

　その関係図面は、令和４年５月３１日から同年６月１４日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第４９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第５０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北１区１８９
２号里道

安佐北区白木町大字有留３２２１
番３地先から同所３２２３番６地
先まで

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安芸区）第５２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、平成７年１

月１９日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として認可した瀬野川団地自治会（代表者　奥田　勝海）につ

いて、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第１

０項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区中野七丁目２番３号

２　代表者の氏名及び住所

　　濱本　叔浩

　　広島市安芸区中野七丁目２番３号



広島市告示（安芸区）第５４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　
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　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、平成１４年

１０月１０日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有す

る団体として認可した桑原町内会（代表者　山下　悦夫）につい

て、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第１０

項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

　　広島市安芸区瀬野二丁目１４番６号

２　代表者の氏名及び住所

　　平岡　朝子

　　広島市安芸区瀬野二丁目１４番６号



広島市告示（安芸区）第５５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき、平成１１年

９月２１日付けで、不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した稲荷町内会（代表者　加藤　篤孝）につい

て、下記のとおり告示事項の変更がありましたので、同条第１０

項の規定に基づき、これを告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

　柏　幸雄

　広島市安芸区矢野東六丁目３３番３８号



広島市告示（佐伯区）第６２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ６ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２７年９月４日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘連合町内

会（代表者　鮎川　洋）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及び内容

１　代表者氏名及び住所

　　坪内　信博

　　広島市佐伯区五月が丘一丁目３番９号

２　変更の年月日

　　令和４年５月１日



広島市告示（佐伯区）第６３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広電佐伯区役所前駐輪場及び広電楽々園駐輪場内に長期間駐車

されていた別紙自転車等については、令和４年５月１８日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第６８号　
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令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略

広島市中区告示第２号　

令和４年５月１８日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　薬師地　直　樹　

（令和３年度の状況）

備考　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までのものです。



広島市中区告示第３号　

令和４年５月１８日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　薬師地　直　樹　

（令和３年度の状況）

区 告 示

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛官等の募集
に伴う広報

令和３年１
２月７日、
８日

中区全域

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
４月２２
日

江波東一丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

統計調査の実施
令和３年
５月２５
日

吉島西三丁目

㈱日本リサーチセ
ンター
代表取締役社長　
杉原　領治

世論調査の実施
令和３年
６月１日

舟入南四丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

統計調査の実施
令和３年
６月２９
日

土橋町

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
６月２９
日

基 町、 薬 研
堀、弥生町、
河原町

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
６月２９
日

吉島新町一丁
目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
６月２９
日

小網町

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

学術調査の実施
令和３年
７月２９
日

土橋町

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
８月２４
日

宝町

備考

１　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合に

あっては、その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。

（令和３年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
８月２４
日

舟入南一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

世論調査の実施
令和３年
９月１５
日

西川口町

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

統計調査の実施
令和３年
９月２９
日

吉島新町二丁
目
江波南二丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

世論調査の実施
令和３年
９月２９
日

江波西一丁目

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

学術調査の実施
令和３年
１０月１
４日

吉島西二丁目

㈱ イ ン テ ー ジ リ
サーチ
代表取締役社長　
小田切　俊夫

統計調査の実施
令和３年
１１月９
日

西川口町

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

学術調査の実施
令和３年
１１月１
８日

白島北町

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

学術調査の実施
令和３年
１１月１
８日

光南五丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

学術調査の実施
令和３年
１１月２
５日

吉島東一丁目

一般社団法人　中
央調査社
会長　境　克彦

学術調査の実施
令和４年
１月２７
日

中町

一般社団法人　新
情報センター
会長　美添　泰人

統計調査の実施
令和４年
１月２７
日

江波二本松一
丁目
江波西二丁目

一般社団法人　中
央調査社 世論調査の実施

令和４年
１月２７ 広瀬北町
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会長　境　克彦 日

備考

１　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３月

３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は、申出者が法人の場合に

あっては、その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいます。



広島市南区告示第１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ９ 日　

　自動車臨時運行に関する取扱規則第２条第５項の規定により、

つぎの自動車臨時運行許可番号標は失効しました。

広島市南区長　　西　本　和　弘　

自動車臨時運行許可番号標　　広島　１０－２８



広島市安佐南区告示第１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長　　植　竹　良　子　

（令和３年度の状況）　　　　　　　　　　　　安佐南区市民課

佐東出張所

園出張所

沼田出張所

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協
力本部
可部募集案内所

自衛官及び自衛
官候補生の募集
のため

令和３年１
１月９日

安佐南区市
民課管内全
域

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協
力本部
可部募集案内所

自衛官及び自衛
官候補生の募集
のため

令和３年１
１月１７日

佐東出張所
管内全域

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協
力本部
可部募集案内所

自衛官及び自衛
官候補生の募集
のため

令和３年１
１月１６日

園出張所
管内全域

国又は地方公共
団体の機関の名称

請求事由の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地方協
力本部
可部募集案内所

自衛官及び自衛
官候補生の募集
のため

令和３年１
１月２５日

沼田出張所
管内全域

備考　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までのものです。



広島市安佐南区告示第２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長　　植　竹　良　子　

（令和３年度の状況）　　　　　　　　　　　　安佐南区市民課

佐東出張所

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈱日本リサーチセ
ンター
代表取締役社長　
杉原　領治

全国個人視聴率
調査

令和３年
４月２２
日

東野二丁目

㈱ イ ン テ ー ジ リ
サーチ
代表取締役社長　
小田切　俊夫

旅行・観光消費
動向調査

令和３年
５月１８
日

相田二丁目、
三丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

テレビ放送に関
するアンケート
調査

令和３年
６月２３
日

中須一丁目、
長 楽 寺 三 丁
目、東野一丁
目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

日常生活に関す
るアンケート調
査

令和３年
６月２３
日

相田二丁目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

消費動向調査
令和３年
８月５日

大町西三丁目

㈱日本リサーチセ
ンター
代表取締役社長　
杉原　領治

メディア利用の
生活時間調査２
０２１

令和３年
８月１１
日

高取北三丁目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

消費者意識基本
調査

令和３年
１０月５
日

毘沙門台東一
丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

第５回くらしと
生活設計に関す
る調査

令和３年
１０月７
日

上安三丁目～
五丁目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

令和３年度食育
に関する意識調
査

令和３年
１０月２
１日

高取北四丁目

㈱ イ ン テ ー ジ リ
サーチ
代表取締役社長　
小田切　俊夫

令和４年度家庭
部門のＣＯ２排
出実態統計調査

令和３年
１１月１
０日

古市四丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

パーソナルネッ
トワーク調査

令和３年
１２月１
日

毘沙門台四丁
目

㈱ リ サ ー チ セ ン
ター
代表取締役社長　
杉原　領治

２０２２年度全
国個人視聴率調
査

令和４年
３月１５
日

安東四丁目
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申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

２０２１年新聞
およびＷｅｂ利
用に関する総合
調査

令和３年
７月６日

緑井二丁目～
四丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

全国メディア意
識世論調査

令和３年
８月１７
日

緑井三丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

新型コロナウイ
ルス感染症に関
する世論調査

令和３年
９月１４
日

緑井六丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

宝くじに関する
世論調査

令和４年
１月２５
日

緑井七丁目

園出張所

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

テレビ視聴に関
する調査

令和３年
５月１９
日

長束西四丁目

㈱ リ サ ー チ セ ン
ター
代表取締役社長　
杉原　領治

子ども・青少年
のスポーツライ
フに関する調査

令和３年
５月２６
日

山本一～二丁
目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

家計消費状況調
査

令和３年
５月２７
日

東原二丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

国民生活に関す
る世論調査

令和３年
８月１７
日

山本七～八丁
目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

令和３年度青少
年 の イ ン タ ー
ネット利用環境
実態調査

令和３年
９月７日

山本三～四丁
目、山本新町
二～五丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

健康・医療に関
する国際比較調
査

令和３年
９月１４
日

山本新町二丁
目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

離婚と子育てに
関する世論調査

令和３年
９月１４
日

西原四丁目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

家計消費状況調
査

令和３年
９月２８
日

西原三丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

家族の法制に関
する世論調査

令和３年
１１月９
日

西原二丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

健康と暮らしに
ついての調査

令和３年
１１月１
８日

長 束 西 五 丁
目、山本五丁
目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

テレビ視聴に関
する調査

令和３年
１１月１
８日

西原四丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

復帰５０年の沖
縄に関する意識
調査

令和３年
１１月１
８日

山本六丁目

（一祉）中央調査
社
会長　境　克彦

令和３年度国語
に関する世論調
査

令和３年
１２月１
日

園二丁目

㈱日本リサーチセ
ンター
代表取締役社長　
杉原　領治

生活意識に関す
るアンケート調
査

令和３年
１２月２
日

長束三丁目

㈱サーベイリサー
チセンター
代表取締役　藤澤
　士朗

暮らしと仕事に
関する全国オン
ライン調査２０
２２春

令和３年
１月１３
日

東原三丁目

（一社）新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

家計消費状況調
査

令和３年
１月２５
日

長束五丁目、
西原四丁目

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

２０２２年度生
活保障に関する
調査

令和３年
２月１０
日

山本一丁目

沼田出張所

備考　公表の対象は、閲覧日が令和３年４月１日から令和４年３

月３１日までのものです。

広島市東区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ８ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

申出者の氏名 利用目的の概要
閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

（一社）中央調査
社
会長　境　克彦

２０２１年９月
東京オリンピッ
ク・ パ ラ リ ン
ピックに関する
世論調査

令和３年
７月２０
日

大塚西七丁目

㈱サーベイリサー
チセンター
代表取締役　藤澤
　士朗

孤独・孤立の実
態把握のための
全国調査

令和３年
９月２９
日

伴東八丁目

㈱日本リサーチセ
ンター
代表取締役社長　
杉原　領治

子供・若者総合
調査の実施に向
けた調査研究

令和３年
１２月２
２日

伴南四丁目

㈱エーフォース
代表取締役　福水
　隆介

令和３年度土地
問題に関する国
民の意識調査

令和４年
１月２１
日

伴南五丁目

区 選 管 告 示
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広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ２ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和３年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 １ ２ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和３

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　粟　井　良　祐　

別紙　略

教育委員会告示

広島市教育委員会告示第１０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ３ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　糸　山　　　隆　

１　日　時　令和４年５月２５日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和４年広島市成人祭の開催結果について（報告）

　　沼田高等学校体育コースの改編について（報告）

　　令和５年度使用広島市立小・中学校特別支援学級及び特別

支援学校（小・中学部）用教科用図書採択の基本方針につい

て（議案）

　【非公開予定議題】

　　訴訟について（報告）

　　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について 

（代決報告）

広島市監査公表第１５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　企画総務局　　　　　　　　　　　　公 文 書 館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秘　書　課

　　　　　　　　　　東京事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広　報　課

　　　　　　　　　　企画調整部　　　　　政策企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広域都市圏推進課

　　　　　　　　　　地域活性化調整部　　地域活性推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コミュニティ再生課

　　　　　　　　　　行政経営部　　　　　行政経営課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報政策課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報システム課

　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安芸、

監査公表
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佐伯）

　　　　　　　　　　市　民　部　　　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　（西、安佐南）

　　　　　　　　　　厚　生　部　　　　　地域支えあい課

　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　農林建設部　　　　　農　林　課

　　　公立大学法人広島市立大学

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和３年１１月８日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１６号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　財　政　局　　　　　　　　　　　財　政　課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、安

芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和３年１１月２５日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１７号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　健康福祉局　　障害福祉部　　　　　　　障害福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　障害自立支援課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　精神保健福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身体障害者更生

相談所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者更生

相談所

　　　　　　　　　　精神保健福祉センター　　相　談　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイ・ケア課

　　　　　　　　　　保　健　部　　　　　　　食肉衛生検査所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動 物 愛 護 セ ン

ター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧動物管理セ

ンター）

　　　　　　　　　　衛生研究所　　　　　　　生活科学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生物科学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境科学部

　　　区　役　所　（中、東、南、西、安佐南、安佐北、佐伯）

　　　　　　　　　　厚　生　部　　　　　　　地域支えあい課
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　祉　課

　　　　　　　　　（安芸）

　　　　　　　　　　厚　生　部　　　　　　　地域支えあい課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福　祉　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生　活　課

　　　社会福祉法人広島市社会福祉事業団

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和３年１１月１６日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１８号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　こども未来局　　　　　　保　育　園（２２園）

　　　（注）保育園（２２園）のうち１園については、直前通知

型定期監査を実施した。

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年２月１０日から同年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第１９号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　経済観光局　　　競輪事務局

　　　　　　　　　　　観光政策部

　　　　　　　　　　　中央卸売市場　　　中 央 市 場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東 部 市 場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　食 肉 市 場

　　　公益財団法人広島観光コンベンションビューロー

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和３年１１月１１日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から
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説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２０号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　道路交通局　　　用　地　部

　　　　　　　　　　　道　路　部　　　道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道　路　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　街　路　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東部地区連続立体交差

整備事務所

　　　区　役　所　　（中、西、安佐北）

　　　　　　　　　　　市　民　部　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　　（中、東、南、西）

　　　　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　広島高速道路公社

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体等にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和３年１１月１８日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体等にあっては、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務が適正に執行されているかという観点か

ら監査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２１号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　下 水 道 局　　　施　設　部　　　計画調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管　路　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　区　役　所　　（中、東、南、西）

　　　　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　（安佐南、安佐北、安芸、佐伯）

　　　　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和３年１１月１１日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２２号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　
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広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公

表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項、第４項及び第７項の規

定により標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、

同条第９項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　消　防　局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消 防 団 室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　　　　　警　防　部　　　警　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救　急　課

　　　　　　　　　　　消　防　署　　（中、東、南、西、安佐

南、安佐北、安芸、佐

伯）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　警　防　課

　　　広島市消防団員共済会

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

　　　また、財政援助団体にあっては、出納その他の事務とし

た。

２　監査の期間

　　令和４年１月１１日から同年５月１８日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。また、財政援助団体にあっては、当該財政的援助に係る

出納その他の事務が適正に執行されているかという観点から監

査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除

き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

　　（広島市消防団員共済会における体育行事助成金の給付及び

精算事務について）

　　　市は、市消防団員（以下「団員」という。）の相互扶助と

福利の増進並びに消防団の事業に対する助成を図ることを目

的として設立された市消防団員共済会（以下「共済会」とい

う。）が実施する事業について、毎年度補助金を交付してい

る。

　　　この共済会が実施する事業の一つに、各消防団が健康増進

のための行事を実施したときに、その消防団に共済会が助成

金を支給するという体育行事助成事業（以下「本件助成事

業」という。）がある。

　　　本件助成事業については、助成金の算定の基礎が参加団員

数となっているにもかかわらず、体育行事に参加していない

団員のためにも参加賞が購入されるなどして、当該消防団の

総団員数を参加団員数として助成金が精算されていた事例が

見受けられ、これにより、市の補助金の交付に適正さを欠く

結果となっていた。

　　　これは、本件助成事業の趣旨が各消防団に十分に理解され

ておらず、共済会における申請・精算の審査も形式的であっ

たことなどに加え、補助金が適正に使われているか市におい

ても確認されていなかったことによるものであると認められ

る。

　　　ついては、市において、補助金が適正に使われているか改

めて確認し、その結果必要な措置を講ずるとともに、今後こ

のようなことのないよう、共済会に対し体育行事助成金の適

正な支給について指導されたい。



広島市監査公表第２３号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　教育委員会　 事　務　局　 総　務　部　 総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育給与課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学　事　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　 　（教 育 機 関）　　　　　　  幼　稚　園（２

園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　学　校（２

９校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　学　校（１

３校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高 等 学 校（１

校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特 別 支 援 学 校
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（１校）

　　　（注）小学校（２９校）及び中学校（１３校）のうち各１

校については直前通知型定期監査を実施した。

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和３年１１月１０日から令和４年５月１８日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、次に述べる事項を除

き、監査の着眼点に照らしておおむね適正であった。

　　（市立高等学校等授業料等の債権管理について）

　　　市立の高等学校及び中等教育学校（後期課程）（以下「高

等学校等」という。）では、在籍者から徴収する授業料及び

受講料（以下「授業料等」という。）が滞納となったとき

は、規則等に定めるところにより、徴収に係る記録を作成し

て滞納者に対し納付折衝するなど、適正な債権管理を行わな

ければならない。

　　　これについて、教育委員会では、規則等に従った債権管理

が行われていない事例が一部にあったとの定期監査の指摘を

令和元年度に受け、授業料等の滞納整理事務に関して、事務

手順を整備し、その徹底を図り、併せてその滞納整理事務を

内部統制制度のリスクに位置づけその対応策に取り組んでき

たところである。

　　　しかし、この度、一部の高等学校において、授業料の滞納

者に対して、この事務手順に定められた催告や納付指導、記

録簿の作成などの事務が行われていなかった事例が見受けら

れた。

　　　ついては、全ての高等学校等において、改めて授業料等に

係る債権管理が適正に行われているか確認し、その結果必要

な措置を講ずるとともに、教育委員会において、高等学校等

に対して、今一度、授業料等の適正な債権管理の徹底を図ら

れたい。



広島市監査公表第２４号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　人事委員会事務局　　　　　　　　任　用　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調　査　課

　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する収入、支出、契約等財務に関する事務

等とした。

　　　ただし、必要に応じて過年度の事務も対象とした。

２　監査の期間

　　令和４年２月１５日から同年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　市の事務が法令に適合し、正確に実施されているか、経済

的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監査

した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。



広島市監査公表第２５号　

令 和 ４ 年 ５ 月 ３ １ 日　

広島市監査委員　政　氏　昭　夫　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　宮　崎　誠　克　

同　　　　　　　森　畠　秀　治　

　　　定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により

標記の監査を広島市監査基準に準拠して実施したので、同条第９

項の規定によりその結果を下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

　　対象局部課等

　　　都市整備局　　　営　繕　部　　　営　繕　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

　　　区　役　所　　（東、南、西）

　　　　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　　　　（佐伯）

　　　　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課
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　　監査の範囲

　　　令和３年度に属する契約金額が１００万円以上の工事、工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務とした。

２　監査の期間

　　令和３年１１月９日から令和４年５月１１日まで

３　監査の着眼点

　　工事の設計、積算、契約及び施工等並びに委託業務の内容及

び積算等が法令に適合し、正確に実施されているか、また、経

済的、効率的及び効果的に執行されているかという観点から監

査した。

４　監査の実施内容

　　抽出により関係書類を検査照合するとともに、関係職員から

説明を聴取するなどして監査した。

５　監査の結果

　　上記のとおり監査した限りにおいて、監査の着眼点に照らし

ておおむね適正であった。




